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桐生市議会議長  森  山  享  大  様 



桐生市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例 

 

桐生市議会政務活動費の交付に関する条例(平成 13年桐生市条例第 1号)の一部

を次のように改正する。 

第 10条第 2項を次のように改める。 

2 議長は、前項の収支報告書を一般の閲覧に供するものとする。 

第 10条に次の 1項を加える。 

3 前項の場合において、収支報告書に桐生市情報公開条例(平成 27年桐生市条例

第 29号)第 7条各号に規定する非公開情報が記録されているときは、当該非公開

情報が記録されている部分を除き閲覧に供するものとする。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

  



議 案 説 明 

 

議第３号議案 桐生市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例

案 

 

政務活動費に係る収支報告書を公開するため、所要の改正を行おうとするもので

す。 

 


